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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
知
床
沖
で
事
故
を
起
こ
し
た
観
光
船
へ
の
検
査
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

 

日
本
小
型
船
舶
検
査
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
か
ら
は
、
令
和
四
年
四
月
二
十
日
午
後
一
時
三
十
分
頃
か
ら
約
四

十
五
分
間
、
機
構
が
、
御
指
摘
の
「
当
該
船
舶
」
に
施
設
さ
れ
た
船
体
、
機
関
、
救
命
設
備
、
消
防
設
備
、
無
線
設
備
等
に
つ

い
て
、
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
中
間
検
査
を
実
施
し
た
と
聞
い
て
い

る
。 

 

機
構
か
ら
は
、
当
該
中
間
検
査
に
お
い
て
、
「
当
該
船
舶
」
の
船
舶
所
有
者
で
あ
る
御
指
摘
の
「
当
該
会
社
」
が
、
「
当
該

船
舶
」
に
施
設
さ
れ
る
無
線
設
備
に
つ
い
て
、
Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
株
式
会
社
が
提
供
す
る
携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
携
帯
電
話
に
変

更
す
る
こ
と
を
申
し
出
た
と
聞
い
て
い
る
。
ま
た
、
機
構
か
ら
は
、
「
当
該
船
舶
」
の
船
長
か
ら
当
該
携
帯
電
話
に
よ
り
陸
上

と
の
間
で
常
時
通
信
で
き
る
旨
の
申
告
を
受
け
た
こ
と
等
か
ら
、
当
該
変
更
を
認
め
た
と
聞
い
て
い
る
。 

 

機
構
か
ら
当
該
中
間
検
査
は
機
構
の
定
め
る
検
査
方
法
に
従
い
実
施
さ
れ
た
も
の
と
聞
い
て
い
る
が
、
詳
細
の
把
握
に
努
め

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
四
月
二
十
日
の
当
該
船
舶
に
対
す
る
検
査
に
つ
い
て
適
切
に
実
施
さ
れ
た
の
か
否
か
、
内
閣
の
見

解
を
問
う
。
ま
た
、
不
適
切
な
部
分
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
す
べ
て
を
具
体
的
に
お
示
し
願
い
た
い
」
と
の
お
尋
ね
に
つ

い
て
は
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
政
府
と
し
て
は
、
「
知
床
遊
覧
船
事
故
対
策



 

２ 

 

検
討
委
員
会
」
を
開
催
し
、
小
型
船
舶
を
使
用
す
る
旅
客
輸
送
に
つ
い
て
、
船
舶
検
査
の
実
効
性
の
向
上
を
含
め
、
安
全
対
策

を
総
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

 

「
現
時
点
で
、
当
該
会
社
が
、
安
全
管
理
規
程
に
違
反
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
何
点
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
内
容
か
」

と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
「
当
該
会
社
」
に
対
し
、
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

 

「
今
回
の
事
故
を
受
け
て
、
内
閣
と
し
て
小
型
船
舶
検
査
に
関
す
る
改
善
策
、
ま
た
は
営
業
許
可
の
あ
り
方
含
め
、
事
故
再

発
防
止
策
と
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
お
考
え
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、

「
知
床
遊
覧
船
事
故
対
策
検
討
委
員
会
」
を
開
催
し
、
小
型
船
舶
を
使
用
す
る
旅
客
輸
送
に
つ
い
て
、
船
舶
検
査
の
実
効
性
の

向
上
や
事
業
参
入
の
際
の
安
全
確
保
に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
の
強
化
を
含
め
、
安
全
対
策
を
総
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。 


